
診断書が必要な場合は以下
の手順で準備してください。
1. 必要なのはパターン①(手帳用)か

パターン②(自立支援用)かを確認。

2. 病院に「パソコンで診断書を作っ

てください」と依頼する。

3. 病院が手書きの診断書を希望した

場合はすこやか福祉センター(表面

参照)か区役所で診断書用紙をもら

い、診断書用紙を病院に渡す。(代

理人可)

更新の際に必要な書類と
申請期間について
必要な持参物
自立支援受給者証(今お使いの物)

健康保険証(または保護受給証明書)

マイナンバーカード(または通知カード)

 (パターン①②の場合)記載後3か月以内の診断書

※健康保険の世帯主が中野区外在住の場合は
保険証世帯主の課税証明書も必要です。

⑴ここから

⑵ここまで

サンプル

• ⑴の1日目～⑵の日に申請してください。
確認方法は以下サンプル参照↓

申請期間

フローチャートで自身のパターンを確認して必要書類をご準備の上、決

められた期間内に窓口にて手続きをお願いいたします。

フローチャート

お手持ちの自立支援受給
者証の左上に「診断書が
必要」と書かれている。

パターン①
手帳用診断書が必要

パターン②
自立支援用診断書
が必要

パターン③
診断書は不要

はい

いいえ(=「原則不要」と書かれている)

いいえ

必要書類と
申請期間はこちら

精神障害者保健福祉手
帳も同時に診断書で更
新する予定だ。

はい

必要な書類や申請方法、
申請期間をご確認ください。

お問い合わせ先
中野区役所障害福祉課障害者相談係
：03-3228-8956

北部すこやか福祉センター
：03-3389-4321

中部すこやか福祉センター
：03-3367-7788

鷺宮すこやか福祉センター
：03-3336-7111

南部すこやか福祉センター
：03-3382-1750


	更新時期について - 20240430.pdf
	スライド 2


